
価格の次の数字は [ 全光束 ][ 消費電力 ][ 消費効率 ]
です。

ハロゲン電球器具用

非常用器具用交換電池（電源装置内蔵形）
煩わしい内部配線不要で取扱いは簡
単、しかも電池交換と電源装置のメン
テナンスが同時に行えます。本体カ
バーに簡単にセットできます。

本体カバー

交換電池
（バッテリーユニット）

白熱灯器具用

●掲載してある電池以外は生産終了品です。（新しい器具のご購入をおすすめいたします）

非常用照明器具内蔵蓄電池の交換およびリニューアルについて
法令により、非常時の点灯時間の点検・検査報告をすることが定められています。また、蓄電池の寿命は 4 年〜 6 年、
器具の交換目安は 8 年〜 10 年となっており、実際の点検による適正交換をお願いします。

●非常用照明器具の関係法令

（一社）日本照明器具工業会「防災照明器具保守・点検リニューアルのおすすめ」より抜粋

非常時の光源 交換電池 適合機種

豆球 2 コ
2.5V
0.5A

（赤色灯用）

N2SWI
（2.4V 1200mAh）

旧形式：N2SWK
　　　　（2.4V 1200mAh）

赤色灯 LAB052

FK191
（2.4V 1200mAh）

（生産終了品）
赤色灯 LAB056

非常時の光源 交換電池 適合機種

ミニ電球
6V
10W

BIN105PC10
（6.0V 2000mAh）

（生産終了品）
LAD103
LAE10103、LAE15103
LAE10113、LAE15113

ミニ電球
9.6V
20W

BIN208PC10
（9.6V 2000mAh）

（生産終了品）
LAD203
LAE20503、LAE25551、LAE25503
LAE25513、LAE20513、LAE25552

BIN208PC11
（9.6V 2000mAh）

（生産終了品）
LAP203、LAC203

ミニ電球
7.2V
20W

FK608
（7.2V 2500mAh）

（生産終了品）
LAE2501

ミニ電球
9.6V
40W

BIN408PD10
（9.6V 4000mAh）

（生産終了品）
LAE40681、LAD403
LAE45603、LAE40603
LAE45613、LAE40613

BIN408PD11
（9.6V 4000mAh）

（生産終了品）
LAP403、LAC403

ミニ電球
4.8V
10W

BIN104PC10
（4.8V 2000mAh）

（生産終了品）
LAD104
LAE10104、LAE15104

ミニ電球
7.2V
20W

BIN206PC10
（7.2V 2500mAh）

（生産終了品）
LAD204
LAE20504、LAE25504
LAE25553、LAE25554

BIN206PC11
（7.2V 2500mAh）

（生産終了品）
LAP204、LAC204

ミニ電球
14.4V
40W

BIN412PC10
（14.4V 2500mAh）

（生産終了品）
LAE40604、LAE40682
LAE45604、LAD404

BIN412PC11
（14.4V 2500mAh）

（生産終了品）
LAP404、LAC404

非常時の光源 交換電池 適合機種
非常用

ハロゲン
電球

JE3.6V
9W

N3CY
（3.6V 2500mAh） JAE0901

N3CI
（3.6V 2500mAh） JAD0901

非常用
ハロゲン

電球
JE3.6V
13W

N3CY2
（3.6V 3000mAh） JAE1302、1302A

N3CI2
（3.6V 3000mAh） JAD1302、1302A

非常用
ハロゲン

電球
JE4.8V
13W

N4CY
（4.8V 2500mAh） JAE1301

N4CI
（4.8V 2500mAh） JAD1301、JAE1305

FK697W(4.8V 2500mAh） JAW1301

非常用
ハロゲン

電球
JE10.8V
30W

N9CY
（10.8V 2500mAh）

JAE3001、JAE3071、JAE3081
JAE3091

N9CI
（10.8V 2500mAh）

JAD3001、JAD3071、JAD3081
JAD3091、JAE3095

FK690W(10.8V 2500mAh） JAEW3001

非常用照明器具

法令（管轄） 建築基準法（国土交通省）

維持管理
建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物
の敷地、構造および建設設備を常時適法な状態に維持
するように努めなければならない。（法第 8 条第 1 項）

設備の点検
および

報告義務

建築設備の所有者または管理者は、当該建築設備につい
て、国土交通省令で定めるところにより、定期に、下記資
格を有する者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に
報告しなければならない。（法第12条第3項）

点検資格者 一級または二級建築士、建築基準適合判定資格者、
建築設備検査資格者（法第 12 条第 3 項）

定期点検
6 ヶ月から 1 年の間隔で特定行政庁が定める時期

（施行規則第 6 条）定期報告

届出先および
報告先

特定行政庁
（法第 12 条第 3 項）

是正命令
違反

違反者 懲役 3 年以下又は罰金 300 万円以下（法第 98 条より要約）

法人 罰金 1 億円以下　　　　　　　　　（法第 104 条より要約）

定期点検報告
義務違反 罰金 100 万円以下　 　　　　　　（法第 101 条より要約）

報告徴収 オーナー 虚偽の答弁等により罰金 50 万円以下 （法第 102 条より要約）点検者
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非常用器具交換電池

DTP 校正 編集（疑問解消） AD（疑問解消） 岩崎電気様ご確認左頁

Web カンプ 1


